




二
頁

一

第
一
の
二
の
厚
生
労
働
大
臣
の
登
録
を
受
け
て
適
合
性
の
証
明
を
行
う
登
録
適
合
性
証
明
機
関
に
関
し
て
、
登
録
の
方

法
、
登
録
基
準
、
実
施
義
務
、
業
務
規
程
、
適
合
命
令
及
び
改
善
命
令
、
登
録
の
取
消
し
等
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う

こ
と
。

二

厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
を
受
け
て
、
外
国
で
製
造
さ
れ
た
ボ
イ
ラ
ー
等
の
構
造
が
厚
生
労
働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適

合
し
て
い
る
こ
と
を
明
ら
か
に
す
る
書
面
の
作
成
を
行
う
指
定
外
国
検
査
機
関
に
関
し
て
、
指
定
の
方
法
、
指
定
基
準
、

実
施
義
務
、
業
務
規
程
、
適
合
請
求
及
び
改
善
請
求
、
指
定
の
取
消
し
等
必
要
な
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

三

そ
の
他
所
要
の
規
定
の
整
備
を
行
う
こ
と
。

第
三

施
行
期
日
等

一

施
行
期
日

こ
の
省
令
は
、
一
部
を
除
き
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
こ
と
。

二

経
過
措
置

こ
の
省
令
の
施
行
に
関
し
必
要
な
経
過
措
置
を
定
め
る
こ
と
。


